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令和８年３月 
 

瑞 穂 町  

 
瑞穂町 

第５次地域保健福祉計画 
 

令和８年度〜令和１２年度 

つながり、ささえあい、安心して 

健康に暮らせるまち みずほ 

〜 すべての人がつながる福祉社会をめざして 〜 
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瑞穂町では、平成18年に第１次計画としての「瑞穂町地域保健福祉計画」を策定して以来、令和

3年度の「瑞穂町第４次地域保健福祉計画」（以下「前計画」）の策定まで、地域保健福祉のさら

なる充実、住民と行政との協働による基本理念の実現をめざしてきました。 

「瑞穂町第５次地域保健福祉計画」（以下「本計画」）では、前計画全体を見直し、「第５次瑞

穂町長期総合計画」の内容をふまえ、「誰一人取り残さない」を理念とした国際的な動き、平成29

年の社会福祉法の改正や令和５年の認知症基本法の成立など、国や東京都の地域共生社会の実現に

向けたこれまでの施策をもとに策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

認知症や障がいにより日常生活の様々な場面で暮らしにくさを感じることの

無いように、地域における権利擁護を推進します。 
 
 

 

防災・防犯体制を充実・強化し、犯罪や非行をした人の抱える課題に対応する

ことで孤立させない支援等を行います。 
 
 
 

地域で心豊かにいきいきと暮らしていくために、健康寿命の延伸を総合的な目

標として位置づけ、乳幼児期からの定期的な健康診査の受診や、健やかな発育・

発達を促すための生活習慣の定着や改善など、ライフステージに応じた健康づく

りに取り組みます。  

◆ 計画策定の背景 

◆ 本計画に含まれる計画 

第５次瑞穂町長期総合計画 

瑞穂町第５次地域保健福祉計画（本計画） 

(成年後見制度利用促進基本計画・ 

再犯防止推進計画・健康増進計画） 

瑞穂町子ども計画 

瑞穂町第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

瑞穂町障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

その他関連計画 

教育 ・住宅 ・交通・情報 ・環境など 

連   携 

瑞
穂
町
社
会
福
祉
協
議
会 

瑞
穂
町
地
域
福
祉
活
動
計
画 

連 携 

成年後見制度利用促進基本計画 

再犯防止推進計画 

健康増進計画 
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地域共生社会とは、住民・地域団体・行政などの多様な主体が、制度や分野ごとの「縦割

り」や、「ささえる側」「ささえられる側」という関係を超えて、地域の課題を『我が事』

捉え、人と人、人と地域資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をともに創る社会のことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 本計画と関連がある SDGｓ（持続可能な開発目標） 

◆ 地域共生社会とは 

 

目標１［貧困］ 

あらゆる場所あらゆる形態

の貧困を終わらせる 

 

目標 10［不平等］ 

国内及び各国家間の不平等

を是正する 

 

目標２［飢餓］ 

飢餓を終わらせ、食料安全保

障及び栄養の改善を実現し、

持続可能な農業を促進する 

 

目標 11［持続可能な都市］ 

包摂的で安全かつ強靭（レジ

リエント）で持続可能な都市

及び人間居住を実現する 

 

目標３［保健］ 

あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保

し、福祉を促進する 

 

目標 12［つくる責任つか

う責任］ 

持続可能な消費と生産のパ

ターンを確保する 

 

目標４［教育］ 

すべての人に包摂的かつ公

正な質の高い教育を確保し、

生涯学習の機会を促進する 

 

目標 16［平和］ 

持続可能な開発のための平和

で包摂的な社会を促進し、す

べての人々に司法へのアクセ

スを提供し、あらゆるレベル

において効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 

 

目標８［経済成長と雇用］ 

包摂的かつ持続可能な経済成

長及びすべての人々の完全か

つ生産的な雇用と働きがいの

ある人間らしい雇用（ディー

セント・ワーク）を促進する 
 

目標 17［実施手段］ 

持続可能な開発のための実

施手段を強化し、グローバ

ル・パートナーシップを活

性化する 

 

◇生きがいづくり 

◇安心感ある暮らし 

◇健康づくり、介護予防 

◇ワークライフバランス 

◇就労や社会参加の場や
機会の提供 

◇多様な主体による、 
暮らしへの支援の参画 

◇社会経済の担い手排出 
◇地域資源の有効活用、 

雇用創出等による経済
価値の創出 

◇居場所づくり 

◇社会とのつながり 

◇多様性を尊重し包摂 

する地域文化 

出典：厚生労働省資料 
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本計画の計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 計画の基本理念と基本目標  

基本目標１ つながり、ささえあう地域づくり 

地域の生活課題を「我が事」としてとらえ、お互いにつながりささえ

あう意識を育むことが重要です。様々な人が交流できる機会・場所の提

供や社会参加の促進等の取組を通じて、地域コミュニティの強化をはか

り地域生活課題の把握・解決に向けた支援に取り組みます。 

基本目標２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送れるよう、多様な

団体と行政の連携が必要です。また、人材の確保・支援も重要な課題で

す。地域人材の確保やサービスの質の向上等をはかりながら、課題を解

決していくための包括的な支援体制づくりにつとめます。 

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

認知症高齢者や知的障がいのある方などが、地域で自分の意思に沿っ

た生活が送れるよう権利擁護の推進をはかります。 

高齢者や障がい者、子どもなどの災害時要配慮者が孤立したり、支援

の輪から取り残されることのない体制づくりにも取り組みます。 

犯罪や非行をした人たちが、再び社会を構成する一員となるよう、再

犯の防止等の取り組みをすすめていきます。 

子どもや若者、子育て世帯などの地域課題の解決に向けた取り組みや

地域包括ケアシステムの推進に向けた取り組みもすすめていきます。 

基本目標４ いきいきと暮らすための健康づくり 

健康日本２１（第三次）の基本的事項を踏まえ、地域で心豊かにいきい

きと暮らしていくために、健康寿命の延伸を総合的な目標として位置づけ

ます。乳幼児期からの定期的な健康診査の受診や予防接種、健やかな発

育・発達を促すための生活習慣の定着や改善など、ライフステージに応じ

た健康づくりに取り組みます。また、必要なときに医療を受けやすい、地

域医療提供体制を継続できるよう取り組みます。 

新興・再興感染症等については、平時からの備えと関係機関との緊密な

連携をはかるとともに、大規模災害発生時の感染症対策に取り組みます。 
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取組１ 包括的な支援体制の整備 

 

 

 

 

住み慣れた地域で、その人らしく自立した豊かな生活を送るためには、既存の制度

やサービスの利用を推進するほかに、社会的孤立や孤独、生きる上での困難・生きづ

らさ、貧困、要援護、虐待などの地域における複合化・複雑化した課題の解決や深刻

化を防ぐ必要があります。地域共生社会の実現に向け、既存の相談支援等の取組をい

かしつつ、地域住民の課題を解決するための包括的な支援体制を整備していきます。 

 

 

地域の子どもたちから高齢者までの多世代がかかわり合う場の提供、活動への支援

を行います。地域福祉に関する活動に参加する人や団体の育成・支援を行い、ゆるや

かにつながる地域づくりをすすめていきます。 

 

 

認知症や障がいにより、意思判断能力が低下した人たちが、地域で自立した生活を

送ることができるよう、地域福祉権利擁護事業を推進するとともに、「権利擁護セン

ターみずほ」を中心に、成年後見制度の利用促進をはかります。 

また、今後権利擁護センターみずほを町の中核機関として位置付けるための取組を

すすめます。 

 

 

妊娠、出産は、短期間の中で大きな心身の変化とライフスタイルの大きな変化が要

求される時期であり、乳幼児だけでなく、妊産婦の健康を支援します。また、乳幼児

の健やかな成長を支援するため、妊産婦や子どもを対象とした健康教育、乳幼児健診

や訪問、相談の事業を通じて、健やかな子どもの成長を支えるとともに、健康上の問

題を早期に発見し、療育につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組２ 多世代交流・地域福祉活動の推進 

取組３ 権利擁護の推進 

取組４ 母と子の健康づくりの推進 

◆ 第５次計画での重点的な取組 

重点的な取組 達成目標 

１ 包括的な支援体制の整備 
既存の相談支援等の取組をいかしつつ、誰ひとりと

り残さない包括的な支援体制を整備します。 

２ 多世代交流・地域福祉活動
の推進 

多世代交流・地域福祉活動を行う人や団体へ支援を

行い、参加人数・団体数を増やします。 

３ 権利擁護の推進 

「権利擁護センターみずほ」の広報機能、相談機

能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機能の

強化をすすめます。 

また、担い手の育成・活動の促進として、市民後見

人の養成に取り組みます。 

４ 母と子の健康づくりの推進 

各種健診の受診、予防接種、健康教育の受講等、

「子育て世代包括支援センター（通称：ゆりかごス

テーション）」を中心に妊娠期から子育て期まで切

れ目なく支援することで、乳幼児を育てる保護者が

この地域でこれからも子育てをしていきたいと思う

人の割合を高めます。 



  
- 6 - 

 

 
 

地域保健福祉計画の基本理念の実現に向け、住民、ボランティア、地域組織・関係

団体等、社会福祉協議会、町(行政)が連携して協働しながら、自助、互助・共助、公

助の枠組みを基に、地域保健福祉の推進に取り組みます。 

 

住民（個人）の役割 

・ 地域のことに関心や興味を持つ 

・ 近所に友人や知り合いを持つ 

・ 近所や身近な人への挨拶を心がける、普段から交流を持つ 

・ 課題の解決に向けて主体的に行動する 

・ 地域のイベントや行事に参加する 

・ 町内会・自治会に加入する 

地域住民としての役割 

・ 近所の子育て家庭、高齢者や手助けが必要そうな人を気に

かけたり声をかける 

・ 地域のイベントや行事を手伝う 

・ 清掃や防犯等の地域の活動に協力する 

ボランティア、地域組織・関係団体等の役割※１ 

・ 地域の行事やイベントを企画・運営する 

・ 交流の場や地域福祉の拠点となる 

・ 活動する個人や団体同士の交流をはかる 

・ 活動を通じて地域の実情や課題を知り、情報の共有や発信

を行う 

社会福祉協議会の役割 

・ 地域活動等への住民の参加と活動を支援する 

・ 地域に根ざした活動を行う 

・ 地域福祉推進の中心的な存在として活動する 

・ 地域の実情や課題を把握し、解決をはかる 

町（行政）の役割 

・ 関係各課と連携し、総合的な支援を行う 

・ サービスを整備し、提供する 

・ 地域保健福祉の普及啓発をはかる 

・ 地域活動を推進するためのネットワークの構築をはかる 

 

 

 

 

 

 
 

計画の進捗管理については、地域保健福祉審議会で報告され、進捗の管理を行います。進捗状況

については、毎年度公表するとともに、住民・関係団体等から意見聴取等を行い、施策への反映を

はかります。また、PDCA サイクル（Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）

を繰り返すこと）の考えに基づき、施策の実施・評価・改善を行い、必要があると認めるときは、

計画内容を変更するなどの取組をすすめます。 

 

 

 

 

  

    
PLAN 

行政活動を 

計画する 

DO 
行政活動を 

実践する 

CHECK 
行政活動を 

評価する 

ACTION 
行政活動を 

改善する 

◆ 計画推進の仕組み 
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自助 

互助 

共助 

◆ 進捗状況の管理及び公表 

公助 

 
ボランティア、 

地域組織・関係団体等 

町内会・自治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ法人、老人クラブ、ＰＴＡ、 

サロン、企業、事業所など 

※１
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計画の進捗状況を検証し、本計画以降の計画へつなぐため、令和11年度に実施を予定している

住民アンケートの調査結果や健康増進に関連する項目等を指標として設定します。アンケート結

果や実績値、意見聴取などを踏まえて各施策の実施・評価・改善を行い、連携・協働しながら、

自助、互助、共助、公助の枠組みを基に、地域保健福祉の推進に取り組みます。 

 

 

問 あなたは、地域の人が困っているとき、どこに相談すればよいか知っていますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「知っている」と答えた人の割合 34.8% ↗ 

 

 

問 あなたがお住まいの地域には、困ったときに助け合い、ささえあうつながりがあると思

いますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「あると思う」、「どちらかといえばあると

思う」と答えた人の割合 
51.5% ↗ 

 

 

問 瑞穂町は安心して、暮らしやすい町だと思いますか。 

回答項目 
令和６年度アンケート 

結果 

令和１2 年度 

目標 

「そう思う」、「まあそう思う」と答えた人

の割合 
58.1% 58.9％ 

 

 

 

評価指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１２年度） 

日常生活における１日当たりの平均歩数

（18～64 歳） 
７，１４１歩 ８，０００歩 

※評価指標を一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

瑞穂町第５次地域保健福祉計画 【概要版】 
令和８年度〜令和 12 年度 

 

令和８年３月 

発行／瑞穂町 

編集／瑞穂町 福祉部 福祉課 

〒１９０−１２９２ 

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎 ２３３５番地 

ＴＥＬ：０４２−５５７−０５０１(代表) 

◆ 計画の評価指標 

基本目標１ つながり、ささえあう地域づくり 

基本目標２ 地域福祉をすすめるための体制づくり 

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

基本目標４ いきいきと暮らすための健康づくり 


